
就学援助について

「就学援助について」説明させていただきます。
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就学援助とは

就学援助は、お子さまが安心して
学校生活を送れるよう、
経済的理由でお困りのご家庭に対
し、学用品購入費などを援助する
制度でございます。
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今回は「令和５年度就学援助制度のお知らせ」を基に
御説明させていただきます。
就学援助は、お子さまが安心して学校生活を送れる
よう、経済的理由でお困りのご家庭に対し、学用品購
入費などを援助する制度でございます。
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就学援助の対象となる方
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就学援助の対象となる方は、大きく分けて２つござ
います。
１つ目は「要保護者」の方で、対象となる方は生活保
護を受けている方です。「要保護者」の対象の方につ
いては、就学援助の申請は不要です。
２つ目は「準要保護者」の方で、対象となる方はスラ
イドの表にある①から⑪に該当する方でございます。
就学援助制度は、流山市就学援助規則に基づき制度
を運用しており、申請については年度ごとの申請とな
り、認定基準に基づき、審査を行っております。
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就学援助費の内容
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就学援助費の内容については、スライドの表のとおり
です。
先ほど御説明させていただいた「要保護者」と「準要保
護者」で支給される項目が異なりますので、表の右側
にある「支給対象」を御確認ください。
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申請手続きについて
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申請については、入学後に学校から全児童へ案内が
ありますので、必要な方は、学校の指示に従い、学校
へ申請して頂きますようお願い致します。
また、ご覧いただいている資料は、令和５年度に各学
校から児童へ配付した案内チラシです。令和６年度も
基本的には同様の内容となる予定ですが、申請を御
希望される方は、入学後に学校から配布される案内を
必ず御確認いただきますよう、お願いいたします。
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